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　正規労働者の働き方（3） 

　　企業別や産業別 
        　　　労働組合の役割 
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【年間労働時間の実態】 

単位：時間

2013年年 2012年

年年間総実労働時間 2039.7 2047.6

所定内労働時間 1847.5 1856.0

時間外労働時間 192.2 191.6

　出典：ＪＡＭ「2013年度労働条件調査その１」より

ＪＡＭにおける総実労働時間の実態

１．労働者を取り巻く状況 
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【時間外労働の実態】 

資料出典：2013.11.18「第105回労働条件分科会」資料 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の労災認定基準 
①発症前1か月～6か月におおむね45時間/月を超える時間外労働がある場合は業務と発症
との関連性が強まる。 
②発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合 
③発症前2か月～6か月間にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認
められる場合は業務と発症との間の関連性が強い。 
※平成13年12月12日　厚生労働省（基発第1063号)「都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知」より抜粋 
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【脳・心臓疾患、精神障害の労災補償の実態】 

単位：時間

2013年年 2012年

死亡労働災害件数 93 102

脳・心疾患による死亡 54 52

自殺による死亡 29 42

上記以外の死亡 10 8

　出典：ＪＡＭ「2013年度労働災害実態調査」より

ＪＡＭにおける死亡災害の実態

資料出所：厚生労働省「労働災害請求・認定集計」 
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【雇用者報酬の実態】 

資料出所：内閣府「国民経済計算年報」 
　　　　　　　 財務省「法人企業年報」 

資料出所：厚生労働省「民間主要企業賃上げ要求・妥結状
況」 
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【労働者保護ルールの改悪の動き】　 
　➢労働者派遣法 

資料出典：連合「STOP!労働者保護ルールの改悪チラシ」 

➢ホワイトカラーエグゼンプション 

➢限定正社員 
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２．企業別や産業別労働組合の役割 
　① 労働組合と役割 
【労働組合とは】 
　➢一人では改善しづらい労働条件、賃金、雇用などの問題を、労働組合は会社
と対等な立場で交渉する権利が保障されている。 
　➢労働組合の権利である「労働三権」（団結権、団体交渉権、団体行動権）は
憲法で保障され、労働者であればだれでも加入できる。 
　➢活動の主役は組合員。健全な労使関係を築き、組合の要求を一つひとつ実現
させ、より良い職場環境の実現と、企業の健全な発展が労働組合の役割。 
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資料出所：厚生労働省「労働組合基礎調査」 

【労働組合の組織率】 

➢組織率低下の要因と課題 
　　産業構造の変化：第三次産業での雇用労働者の増加 
　　就業形態の変化：非正規労働者の増加 
　　組織拡大への意識低下⇒危機感の不足 
　　労働組合の存在意義の低下⇒雇用を守る取り組みと企業競争力の向上 
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資料出所：経団連「経労委報告」 

【賃金引上げの仕組み】 
　➢定期昇給とは 
　　定昇は、年齢、勤続年数、職務遂行能力、職務価値
など、賃金制度（賃金テーブル）に沿って賃金を移行さ
せる昇給のこと。  
　➢ベースアップ（ベア）とは 
　　ベアは、生計費の増加（消費者物価上昇率）、生産
性向上に対応し、賃金テーブルの書き替えによる全員の
昇給であり、労使交渉や賃金政策により実施される。 
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　2014春闘平均賃上げ状況	

資料出所：ＪＣＭ「2014闘争金属労協全体集計」 

【春闘の仕組み】 
 
 
 
 
 
　➢春闘への政府の介入効果は？ 
　　　賃上げムードづくりに一定の効果 
　　　未組織企業の労働者への波及 
　　　労使の責任を確認する交渉⇒無責任な介入 

春闘の流れ

連合
「連合白書」

⇒
産別
方針

⇒
各労組
方針

妥結

⇕　対話 ⇕　要求 交渉 ⇒ 回答 新賃金

経団連
「経労委報告」

⇒
各企業
方針

継続
交渉

⇒ 回答 ⇒ 妥結

説明会 　 スト権

組合員との対話

主要企業春闘結果（ベア表示）	
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  【具体的な取り組み事例】　 
　　事例１　「長時間労働と不払い残業対策」　（製造業・300名） 
　　　2010年１月～2012年10月の間接職場（技術・開発・設計部門）において、メンタル不調者や退職者が 
　　増加。労働組合から会社へ実態調査を要請し、組合もアンケート調査を開始する。 
 

　　　パワハラと不払い残業の存在 
　　　Ｓ課長とＵ係長　⇒　風呂敷残業やサービス(不払い)残業の奨励、高負荷の業務指示、パワハラなど 
　　　間接部門33名へのアンケート調査　　　　全従業員への不払い残業含む残業実態調査　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 

　　　対　策 
　　　　①不払い残業の精算　　 
　　　　　　　対象期間：2011年１月～2012年12月　　対象者：73名　　支払総額：4,230万円 
　　　　②ハラスメント対策委員会の設置 
　　　　　　　2013年2月に労使10名で構成するハラスメント対策委員会を設置。啓発・研修・教育に関 
　　　　　　する協議や相談窓口の開設を実施。 

　　　　③労働時間対策指針の策定 
　　　　　　　不払い残業撲滅と年間総実労働時間1800時間に向けた残業削減と年休取得推進を柱と 
　　　　　　した「労働時間対策指針」を2013年5月に労使で確認。 
　　　　④所属長の処分 
　　　　　　　Ｓ課長：10％の減給１カ月と九州工場へ転勤　　Ｕ係長：７％の減給１か月と生産管理グループ長へ降格 
 
 
 
　　　 
 
　　 

不満内容　※上位のみ	 人数	

サービス残業	 17	

パワーハラスメント	
（退職勧奨、説教・罵倒、暴行ほか）	

11	

職場のコミュニケーション	 10	

業務への不満	
（業務指示、量、評価ほか）	

10	

不払い残業を含む総残業時間	 人数	

10時間未満/月	 64	

10時間以上～20時間未満/月	 47	

20時間以上～40時間未満/月	 40	

40時間以上～60時間未満/月	 26	

60時間以上～80時間未満/月	 28	

80時間以上/月	 11	

パワハラ防止協定	
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　事例２　「長時間労働対策と有給休暇取得促進」　（製造業・1,000名） 
　　慢性的な時間外労働（平均40時間/月）と、過労死認定目安である80時間/月の時間外労働者が一部に存 
       在していた。有給休暇取得率も23％と低かった。2010年７月に過労自殺者の発生により対策実施。 
　 

　　労働時間の偏重 
　　　自動車メーカーの受注量と生産能力のアンバランス　⇒　トヨタ用部品ラインの設備台数と人員不足 
　　　昼夜交代制勤務者と常昼勤務者の時間外労働 
 
 
 
 
 

　　　生産管理課の係長の自殺　⇒　生産計画と納期対応でパニック、100時間を超える時間外労働の月も。 
　　　 以前に家族からの相談あり　　品質クレームによる納期遅延が引き金では… 
　　対　策 
　　　①設備投資計画の策定（投資総額16.3億円） 
　　　　　2010年12月労使協議会において「生産能力補強に関する要請」を実施。今後の三六協定への対応も示唆。会社は早 
　　　　　急に検討し、2011年4月～12月を目途に月産30,000個の補強ラインを増設を決定。 

　　　②適正人員配置と休暇の計画取得の推進 
　　　　　　適正人員配置に向けた採用：2011年新規採用（高卒18名・大卒10名）、中途採用　11名 
　　　　　　出勤率92%シュミレーションによる欠員補充体制の確立と計画的な有給休暇の取得推進 
　　　③労使による有給休暇切り捨てゼロ委員会の設置 
　　　　　　3カ月単位の有給休暇取得状況チェックと所属長へのイエローカードの発行 
　　　④ワークライフバランスの実現に向けた労使協議 
　　　⑤労災認定 
　　　　　　就労実態の確認と家族との対話を実施し労災申請へ　　　　 

勤務シフト	 時間外労働時間　　	  
一人当たり平均値／月	

備　考	

常昼勤務	 ５３．２	 総務　7.2H/M　製造係長　63.3H/M　生産管理　82.7H/M	

交代勤務	 ３８．８	 Min　4.0H/M	  	  	  Max　52.5H/M　  	
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　事例３　「働きがいのある賃金制度の確立」　（製造業・50名）※産別連携 
　　地場中小企業の産業機械メーカー●●●機械㈱は、現会長が設立した企業。現社長には息子が継承。 
　　従業員の約5割は中途採用。毎年数名の者が退職する事態が続いている。 
　　労働組合はあるものの賃金・労働条件は低位。生産性の停滞と品質クレームの多発し、社長のパワハ　 
　　ラも存在。 
　　　 

　ずさんな人事政策と従業員の低いモチベーション　 
　　毎年5名の新規採用、離職者も多く中途補充 
　　ここ数年、一律1,500円程度の賃上げ額 
　　定昇制度はなく、社長の一存で全てが決定 
　　社長に嫌われると退職勧奨などを受ける 
 

　対　策 
　　①徹底した賃金分析 
　　　　　中途採用者の低い賃金水準と雇用責任 
　　②ふさわしい賃金水準の設定 
　　　　　同業・同規模・地域との賃金比較 
　　　　　年齢給と生活給 
　　　　　職務能力給と適正な評価制度 
　　③賃金制度検討委員会の設置 
　　　　　労使による委員 
　　　　　有識者への意見聴取(コンサルタント、産業別労働組合) 
　　　　　2013年度から制度運用開始に向けた定期協議 
　　④活性化に向けた労使共同宣言 
　　　　　働きがいある企業への再生 
　　　　　社長の関与制限 
 

年齢別賃金階級別人員分布表 連合島根2010年度 年齢別賃金特性値表 単位=千円

万円 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 歳 計 全産業･男女計 連合島根2010年度

70 0 年 第１ 第１ 第３ 第９ 第１十分位 第１四分位
69 0 齢 人数 平均 最小 十分位四分位 中位 四分位十分位 最大3次回帰残差1次回帰残差3次回帰残差1次回帰残差
68 0 15
67 0 16
66 0 17
65 0 18 17 151.7 125.0 134.0 146.4 152.7 163.7 166.0 178.7 135.3 -1.4 141.0 5.4
64 0 19 68 155.5 104.6 144.3 145.4 150.2 158.8 170.7 271.0 139.0 5.2 144.3 1.1
63 0 20 102 156.8 114.5 144.7 146.7 151.8 162.6 174.6 250.0 142.6 2.1 144.2 0.5 147.9 -1.2 144.6 2.1
62 0 21 105 162.8 116.5 143.8 150.0 161.1 178.1 180.2 214.7 146.1 -2.3 146.9 -3.0 151.6 -1.6 149.1 0.9
61 0 22 115 168.4 130.0 149.8 155.5 162.3 180.9 195.7 288.5 149.4 0.3 149.5 0.3 155.4 0.0 153.6 1.9
60 0 23 163 171.2 121.9 150.6 158.8 165.0 180.1 200.3 246.4 152.7 -2.1 152.2 -1.5 159.4 -0.6 158.1 0.7
59 0 24 159 177.7 119.3 156.0 163.3 172.4 186.3 208.9 265.0 155.8 0.1 154.8 1.2 163.5 -0.2 162.6 0.8
58 0 25 159 179.5 115.1 156.5 165.0 176.8 192.7 205.3 258.6 158.9 -2.4 157.4 -0.9 167.7 -2.7 167.0 -2.0
57 0 26 202 184.8 112.8 161.7 169.1 180.1 197.3 218.1 257.4 161.8 -0.2 160.1 1.6 172.0 -2.9 171.5 -2.5
56 0 27 197 195.1 96.7 165.3 174.4 191.8 209.7 233.7 341.7 164.7 0.6 162.7 2.6 176.4 -2.0 176.0 -1.6
55 0 28 166 199.7 111.0 165.9 179.4 197.7 216.7 245.5 320.0 167.4 -1.5 165.4 0.5 180.7 -1.3 180.5 -1.1
54 0 29 206 206.7 123.0 169.0 183.5 202.6 222.6 246.8 309.7 170.0 -1.0 168.0 1.0 185.2 -1.7 185.0 -1.5
53 0 30 254 209.0 110.0 167.4 182.7 204.6 232.8 255.2 368.8 172.5 -5.1 170.7 -3.3 189.6 -6.9 189.5 -6.8
52 0 31 212 214.7 115.5 171.2 190.2 215.2 237.4 252.6 329.6 174.9 -3.7 173.3 -2.1 194.0 -3.8 194.0 -3.8
51 0 32 226 227.2 132.8 176.9 204.5 225.8 247.4 277.4 388.6 177.2 -0.3 176.0 1.0 198.4 6.1 198.5 6.0
50 0 33 262 231.0 97.8 184.3 207.4 230.7 249.8 271.7 367.1 179.4 4.9 178.6 5.7 202.8 4.6 203.0 4.4
49 0 34 258 235.9 110.0 176.1 206.7 238.9 256.4 284.6 384.2 181.5 -5.4 181.3 -5.2 207.1 -0.4 207.5 -0.8
48 0 35 275 243.2 90.0 191.5 216.0 246.4 265.8 285.2 413.6 183.4 8.0 183.9 7.6 211.3 4.7 211.9 4.0
47 0 36 320 245.4 92.5 180.0 215.5 248.8 269.3 290.6 418.2 185.3 -5.3 186.6 -6.6 215.4 0.0 216.4 -1.0
46 0 37 313 257.8 119.0 198.4 228.4 259.0 278.7 319.9 445.4 187.1 11.3 189.2 9.2 219.5 8.9 220.9 7.4
45 0 38 318 260.5 113.0 190.0 221.2 259.8 287.8 324.7 454.9 188.7 1.3 191.8 -1.8 223.4 -2.2 225.4 -4.3
44 0 39 304 261.4 90.0 186.7 224.8 263.2 292.0 318.7 456.1 190.3 -3.6 194.5 -7.8 227.1 -2.4 229.9 -5.1
43 0 40 272 273.8 90.0 198.5 236.5 277.0 307.5 341.2 439.0 191.7 6.7 197.1 1.3 230.7 5.8 234.4 2.1
42 0 41 214 267.6 114.0 187.3 231.2 268.9 302.3 331.2 430.3 193.1 -5.7 199.8 234.2 -2.9 238.9

41 0 42 257 282.1 119.9 199.6 248.1 286.4 312.7 358.0 439.3 194.3 5.3 237.4 10.7
40 0 43 230 282.3 108.0 199.0 239.6 285.5 317.7 353.1 487.5 195.5 3.6 240.4 -0.8
39 0 44 184 287.8 110.0 199.6 251.2 306.2 322.0 338.5 512.2 196.5 3.1 243.2 8.0
38 0 45 192 286.5 118.0 197.0 245.0 294.2 327.8 349.7 495.3 197.4 -0.4 245.7 -0.7
37 0 46 226 291.8 115.0 193.2 245.3 307.3 331.5 362.2 534.8 198.2 -5.0 248.0 -2.8
36 0 47 202 300.2 116.9 208.6 247.8 308.5 342.7 385.2 490.4 198.9 9.7 250.0 -2.2
35 0 48 185 285.4 93.6 179.8 227.8 293.5 349.0 376.4 511.0 199.5 -19.7 251.7 -23.9

34 0 49 174 305.6 90.0 200.3 243.3 319.5 356.7 397.9 549.0 200.0 0.3 253.1 -9.8
33 0 50 161 308.7 99.5 198.0 250.0 329.3 356.5 407.4 581.1 200.4 -2.4 254.2 -4.2
32 0 51 200 315.0 133.9 203.4 264.2 329.2 362.1 398.3 475.2 200.7 2.7 254.9 9.3
31 0 52 201 312.1 119.9 200.0 262.3 331.0 364.0 390.0 463.8 200.9 -0.9 255.3 7.0
30 0 53 195 305.9 100.0 193.8 259.9 315.4 357.6 394.9 574.4 201.0 -7.2 255.2 4.7
29 1 1 54 248 310.9 98.0 201.6 255.5 320.4 368.5 399.1 501.6 201.0 0.7 254.8 0.6
28 0 55 205 306.7 100.0 210.3 254.3 320.4 363.4 371.4 539.6 200.8 9.4 254.0 0.3
27 0 56 156 299.7 118.0 214.2 252.9 293.1 356.5 373.3 452.3 200.6 252.7

26 1 1 57 145 281.3 148.9 198.7 243.5 270.0 309.0 390.7 516.7

25 0 58 134 271.0 140.5 198.6 237.2 268.9 303.3 349.4 443.1

24 0 59 120 267.7 103.2 180.9 240.2 263.0 297.9 360.8 437.3

23 2 1 1 4 60 48 224.3 118.0 135.0 146.0 246.7 268.1 298.8 400.0

22 1 1 1 1 1 5 61 36 146.1 98.0 112.0 118.1 135.0 161.0 190.0 301.1

21 1 1 62 44 138.2 92.8 110.0 118.1 129.4 144.4 172.5 325.3

20 1 1 63 24 145.9 94.9 101.0 118.1 137.0 146.0 164.3 343.5

19 1 1 1 1 1 1 6 64 11 123.4 100.0 105.0 110.6 118.1 140.5 146.0 148.0

18 2 1 1 1 1 1 1 8 65 4 147.1 103.4 103.9 104.7 122.6 165.0 210.0 240.0

17 1 1 1 1 1 5 計 8469 251.5 90.0 162.8 193.6 246.3 299.9 354.0 581.1

16 1 1 1 1 4
15 1 1 1 1 4 人数 40人

14 0 平均年齢 39.3歳	 

13 0 平均勤続 5.2年

12 0 平均賃金 195,776円

11 0 傾き 2,259円

10 0
計 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 40

第１十分位 3次回帰

第１十分位 1次回帰

第１四分位 3次回帰

第１四分位 1次回帰

連合島根2010年度

全産業･男女計

平均年齢 39.3歳

平均勤続 5.2年

平均賃金 195,776円

1次回帰式
による賃金
の１歳当た
り上昇額
(20-40歳)

2,259円

人数 40人

賃金実態の分析	

労使共同宣言	
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　② 労働組合がめざす姿 
【人を大切にする企業づくり】 
➢労働は商品ではない！ 
　1944年　ILOのフィラデルフィア宣言は、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間ら
しい仕事）が企業活動の前提と位置付けられている。 
➢ＣＳＲ経営は持続的成長の前提 
　相次ぐ企業不祥事や環境問題の深刻化、所得格差の拡大などを背景に「企業は利益を追求
するだけでなく、事業活動が社会に与える影響に責任を持ち、社会的課題の解決に役割を果
たすべき」との考え方が浸透してきた。 
 
 

働きがいの
ある企業�

コンプライアンス�

（法令順守）�

ＣＳＲ�

（企業の社会的責任）�

関与

チェック・提言

実践 労使協定 実践

ＩＳＯ/ＪＩＳ　２６０００　

ＣＳＲ ＵＳＲ

（企業の社会的責任） （労働組合の社会的責任）

ＪＡＭ　労使の社会的責任に関する指針

移
行

ＪＡＭの社会的責任に関する取り組みイメージ	ＪＡＭがめざす企業の姿	
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【働く人の権利の尊重が原則】 
➢意識を変えて行動を変える 
　　安心・安全な商品（サービス）は健全企業から　⇒　源流から川下までに責任を持つ精神 
　　ブラック企業には社会的制裁を　⇒　働く人の犠牲で成長する企業を撲滅する　 
　　うまい話は裏がある　⇒　安いものから安全（健全）なものへ 

資料出典：連合「多国籍企業の社会的責任と国際ルール」 
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３．まとめ 
➢労働者を取り巻く環境は厳しい 
　　長時間労働やハラスメントから身を守れ！ 
➢人を大切にする企業の選択を 
　　人材ではなく人財 
　　働く者が誇りが持てる企業へ 
➢一人で頑張り過ぎず仲間と状況改善へ 
　　一人はみんなのために、みんなは一人のために！ 
　　悩んでないで相談を 
　　労働組合は強い味方 
➢意識を変えて行動を変える 
　　自分の選択が犠牲を生んでいるかも…　合成の誤謬 
　　みんなの行動で社会が変わる 


